
1、堤信也君の議会運営委員辞任の件

2、発議第3号 堤信也議員に対する議員辞職勧告決議について

【内容】⼀⾝上の都合により議会運営委員辞任を求めるもの
【結果】許可

議会運営委員には新たに根本剛議員が選出され、同委員会委員⻑に就任しました。

【内容】堤信也議員に議員辞職勧告をするもの
【提出者】横⼭義博議員(賛成者9名)

【結果】賛成多数
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会津美里町議会定例会7月会議報告
 今般、堤信也議員が会津若松市議会議員の⼀般質問を盗⽤して会議に臨んでいた事が
発覚しました。既に新聞やテレビ等で報道されており、これを受けて本⼈から議会運営
委員辞任願が提出され、本会議での審議により辞任願が許可されました。
 さらに、堤議員に対し議員辞職勧告決議が提出され賛成多数で可決しました。

【提出理由】⼀般質問盗⽤問題は、議員としてあるまじき⾏為と⾔わざるを得ないため

※ 但し、この可決結果に法的拘束⼒はなく、進退は本⼈の判断となります。

【賛成討論】
 ⼀般質問の盗⽤は町⺠を裏切る悪質極まりない⾏為である。盗⽤を⻑年にわたり繰り
返し⾏なっていたことは、会津美⾥町議会として到底看過できない。

【反対討論】
 盗⽤問題を擁護することはできないが、進退については本⼈⾃ら判断するものであ
る。この勧告決議を可決することで問題を収束させるべきではなく、過去にさかのぼり
議会議員の⾔動を検証して町⺠へ⽰すことが重要であることから反対する。

 今般の⼀連の事件につき、町⺠の皆様⽅に多⼤なるご⼼配とご迷惑をお掛けしました
事を⼼からお詫び申し上げます。⼆元代表制の⼀翼を担う議会が、⼀議員の不適切な⾏
動により議会の信⽤を失墜させてしまった事に、改めて謝罪を申し上げます。今後は信
⽤回復のため、議会⼀丸となって鋭意努⼒して参ります。

会津美⾥町議会議⻑ 横⼭知世志
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